診療記録管理委員会設置要綱（例）

　（設置及び目的）
第１条　●●病院（以下「病院」という。）における、診療記録の安全かつ適切な運用をするために、病院に診療記録管理委員会を設置する。

（所掌事務）
第２条　委員会は次に掲げる事務を所掌する。
（１）診療記録の様式、記載方法、利用、統計等の業務分析等の見直し
（２）診療記録の保管体制についての見直し及び改善
（３）その他、診療記録に関して当委員会が必要と認めるもの

（委員長及び副委員長）
第３条　委員会に委員長及び副委員長を置く。
（１）委員長は病院長とする。
（２）副委員長は事務長とする。
（３）委員長は、委員会を統括するとともに、会議の議長を務め、委員会の付議事項
　　及びその他必要な事項を処理する。
（４）副委員長は、委員長を補佐し、委員長に支障があるときはこれを代行する。

（委員の構成）
第４条　委員会は次に掲げる者で構成する。
（１）病院長　　　　（２）診療記録管理者　　　　（３）医師
（４）事務長　　　　（５）看護部長　　　　　　　（６）医事課職員

（会議）
第５条　委員会の会議は年１回開催し、その他必要に応じ委員長が招集する。

附則　この規程は、令和●年●月●日から施行する。
令和●年●月●日改定
